
 

 

 

 

令和３年第１回市議会定例会 

提 出 議 案 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 座 市 

 

  



提出議案（合計３５件）の内訳 

 

【専決処分の承認を求める案件】 ……１件 

予算 １件（令和２年度新座市一般会計補正予算（第１０号）） 

 

【条例案件】 ……１０件 

１ 新規制定 １件（市長及び副市長並びに教育委員会教育長の給与の支給の特

例に関する条例） 

２ 一部改正 ９件（職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例ほか

８件） 

 

【予算案件】 ……１４件 

１ 当初 ８件（令和３年度新座市一般会計予算ほか７件） 

２ 補正 ６件（令和２年度新座市一般会計補正予算（第１１号）ほか５件） 

 

【財産案件】 ……１件 

取得 １件 

 

【道路案件】 ……２件 

認定 ２件 

 

【人事案件】 ……３件（新座市副市長の選任についてほか２件） 

 

【指定管理者の指定に関する案件】 ……４件 
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【専決処分の承認を求める案件】 
……１件（予算１件） 

 
議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和２年度新座市一般会計補正予算（第１０号）） 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る事業に対応するため、一般会

計補正予算の専決処分を令和３年１月１５日にしたので、地方自治法第１７９

条第３項の規定によりその承認を求めるもの 

 

 

【条例案件】 ……１０件（新規制定１件、一部改正９件） 

 

議案第２号 市長及び副市長並びに教育委員会教育長の給与の支給の特例に関す

る条例（新規制定） 

〔要旨〕 

市長及び副市長並びに教育委員会教育長の給与を減額するもの 

〔施策の効果及び影響〕 

市 長 １０パーセント減額 

副市長  ５パーセント減額 

教育長  ５パーセント減額 

〔施行日〕 

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第３号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

宣誓書の押印を廃止するもの 

〔施行日〕 

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第４号 新座市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

栗原五丁目自転車駐車場の管理を指定管理者に行わせることとするもの 

〔施策の効果及び影響〕 

栗原五丁目自転車駐車場の管理を指定管理者が行うことで、より効率的な管

理・運営を行うことができる。 
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〔施行日〕 

施行日は、令和４年４月１日とする。 

 

議案第５号 新座市自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

無料の自転車置場（市内のバス停付近に１５か所整備しているもの）の長期

間利用されていない自転車等の撤去及び保管並びに撤去費用の徴収について定

めるもの 

〔施策の効果及び影響〕 

無料の自転車置場の自転車等の撤去費用を徴収することができる。 

〔施行日〕  

施行日は、令和３年７月１日とする。 

 

議案第６号 新座市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関す

る条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

地方税法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るもの 

［条例改正の背景］  
地方税法が一部改正され、令和３年１月１日を施行日として、全てのひと

り親を対象としたひとり親控除が創設された。  
これまで、保育料の算定の際には、ひとり親を地方税法上の寡婦等とみな

す特例を適用していたが、ひとり親控除の創設により当該特例が不要となる

ため、規定を整備するもの  
〔施行日〕  

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第７号 新座市放課後児童保育室条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

池田放課後児童保育室の移転及び栗原放課後児童保育室の増設に伴い、これ

らの保育室の位置を変更するもの 

〔施策の効果及び影響〕 

１ 池田放課後児童保育室は、移転により、施設の老朽化を解消するとともに、 

床面積を増加させ、保育室の狭あい化を解消することができる。 

２ 栗原放課後児童保育室は、床面積の増加により保育室の狭あい化を解消す

ることができる。 

〔施行日〕  
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施行日は、池田放課後児童保育室に係る改正は令和３年３月２９日とし、栗

原放課後児童保育室に係る改正は令和３年４月１日とする。 

 

議案第８号 新座市介護保険条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

令和３年度から令和５年度までの介護保険料の額を定めるもの 

［条例改正の背景］  
介護保険法の規定により、６５歳以上の介護保険の被保険者（以下「被保

険者」という。）の介護保険料（以下「保険料」という。）は３年ごとに見

直しをすることになっている。  
この見直しによる令和３年度から令和５年度までの保険料の額を定めるも

の  
なお、保険料の額は、基準額（年額６４，１５２円）（※）を基に被保険  

者の所得の状況に応じ１４段階に区分して定める（現行の区分は１２段階）。

※ 令和３年度から令和５年度までの３年間に利用が見込まれる介護保険

サービスの総費用については、公費や保険料等で賄うこととなる。この

うち、被保険者が負担することとなる保険料の総額を被保険者の数で除

して得た額が基準額となる。  
〔施策の効果及び影響〕 

（平成３０年度～令和２年度） （令和３年度～令和５年度） 

段階 対象者 
年額
（円） 

段階 対象者 
年額
（円） 

第１ 
段階 

生活保護受給者及び老齢福祉年
金受給者で、市民税世帯非課税
の者若しくは市民税世帯非課税
で、合計所得金額と公的年金収
入額の合計が８０万円以下の者 

29,106 
（基×0.5）

第１ 
段階 

同左 
32,076 

（基×0.5）

第２ 
段階 

市民税世帯非課税で、合計所得
金額と公的年金収入額の合計が 
１２０万円以下の者 

34,927 
（基×0.6）

第２ 
段階 

同左 
38,491 

（基×0.6）

第３ 
段階 

市民税世帯非課税で、第１段階
及び第２段階の対象者以外の者 

40,748 
（基×0.7）

第３ 
段階 

同左 
44,906 

（基×0.7）

第４ 
段階 

市民税世帯課税で本人が市民税
非課税であって、合計所得金額
と公的年金収入額の合計が８０
万円以下の者 

52,390 
（基×0.9）

第４ 
段階 

同左 
57,736 

（基×0.9）

第５ 
段階 

市民税世帯課税で本人が市民税
非課税であって、第４段階対象
者以外の者 

58,212 
（基×１）

第５ 
段階 

同左 
64,152 
（基×１）

第６ 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が１２０万円未満の者 

66,943 
（基×1.15）

第６ 
段階 

同左 
73,774 

（基×1.15）

第７ 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が１２０万円以上２００万
円未満の者 

72,765 
（基×1.25）

第７ 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が１２０万円以上２１０万
円未満の者 

80,190 
（基×1.25）

第８ 
段階 
 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が２００万円以上３００万
円未満の者 
 

78,586 
（基×1.35）

第８ 
段階 

 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が２１０万円以上３２０万
円未満の者 
 

86,605 
（基×1.35）
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第９ 
段階 
 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が３００万円以上４００万
円未満の者 
 

87,318 
（基×1.5）

第９ 
段階 
 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が３２０万円以上４００万
円未満の者 
 

96,228 
（基×1.5）

 
第10 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が４００万円以上７００万
円未満の者 

 
96,049 

（基×1.65）

第10 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が４００万円以上５００万
円未満の者 

105,850 
（基×1.65）

第11 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が５００万円以上７００万
円未満の者 

109,058 
（基×1.70）

第11 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得 
金 額 が ７ ０ ０ 万 円 以 上 
１，０００万円未満の者 

125,155 
（基×2.15）

第12 
段階 

同左 
141,134 

（基×2.20）

 
第12 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が１，０００万円以上の者 

 
136,798 

（基×2.35）

第13 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得 
金額が１，０００万円以上 
１，５００万円未満の者 

153,964 
（基×2.40）

第14 
段階 

本人が市民税課税で、合計所得
金額が１，５００万円以上の者 

160,380 
（基×2.50）

※ 令和元年１０月の消費税率１０パーセントへの引上げに伴う低所得者への軽減措 

置（特例）の実施により、公費による負担で基準額に対する割合を第１段階は 

０．５から０．３に、第２段階は０．６から０．５にそれぞれ引き下げている。 

このため、令和３年度から令和５年度までの期間に被保険者が支払う保険料の額

は、第１段階：１９，２４５円、第２段階：３２，０７６円となる。 

〔施行日〕  

施行日は、令和３年４月１日とする。 

 

議案第９号 新座市指定地域密着型サービスの事業者の指定等並びに事業の人員、 

設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

国の基準（省令）の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るもの 

［条例改正の背景］  
国の省令で定める介護サービスに係る人員、設備、運営等の基準が、感染

症の予防及びまん延の防止のための措置等に関する基準を新たに位置付ける

など、令和３年４月１日等を施行日として改正された。  
この改正を受け、この基準を参考として市の条例（※）で定めている介護

サービスの基準を改めるもの  
※１ 新座市指定地域密着型サービスの事業者の指定等並びに事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例  
２ 新座市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定並びに事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例  
３ 新座市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例  
４ 新座市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例  
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〔施行日〕  

施行日は、令和３年４月１日とする。 

 

議案第１０号 新座市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

国民健康保険税の税率及び限度額を改定するもの 

［条例改正の背景］  
本市の国民健康保険税については、令和６年度までに、現行の４方式（所

得割、資産割、均等割及び平等割）から２方式（所得割及び均等割）の課税

方式に移行することとしている。  
令和３年度の国民健康保険税について、この方針に従い医療給付費分  

（※）の資産割額の税率を引き下げ、被保険者均等割額を増額し、及び世帯

別平等割額を減額するとともに、医療給付費分及び介護納付金分の限度額を

引き上げるもの  
※ 国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納

付金分の三つで構成している。  
〔施策の効果及び影響〕 

１ 医療給付費分（基礎課税額） 

 現行 改定後 

所得割 ７．００％ ７．００％ 

資産割 ２０．００％ １５．００％ 

均等割 １５，０００円 １９，０００円 

平等割 ７，０００円 ５，０００円 

限度額 ６１０，０００円 ６３０，０００円 

２ 介護納付金分 

 現行 改定後 

所得割 １．４６％ １．４６％ 

均等割 １２，０００円 １２，０００円 

限度額 １６０，０００円 １７０，０００円 

＊ 後期高齢者支援金等分については、改定なし 

〔施行日〕  

施行日は、令和３年４月１日とする。  

 

議案第１１号 新座市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等の額を改定するもの 

［条例改正の背景］  
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正により、省

エネ基準（※）に適合させなければならない建築物の範囲が拡大し、非住宅
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部分の床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満の新築の建築物が新た

に対象となった。この新たに対象となった建築物の判定をする事務（建築物

エネルギー消費性能適合性判定事務）に係る手数料を定めるもの  
※ 建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物

の構造及び設備に関する基準  
〔施行日〕  

施行日は、令和３年４月１日とする。 

 

 

【予算案件】 ……１４件（当初８件、補正６件） 

 

議案第１２号 令和３年度新座市一般会計予算 

 

議案第１３号 令和３年度新座市国民健康保険事業特別会計予算 

 

議案第１４号 令和３年度新座市介護保険事業特別会計予算 

 

議案第１５号 令和３年度新座市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

議案第１６号 令和３年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会

計予算 

 

議案第１７号 令和３年度新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理

事業特別会計予算 

 

議案第１８号 令和３年度新座市水道事業会計予算 

 

議案第１９号 令和３年度新座市公共下水道事業会計予算 

 

議案第２０号 令和２年度新座市一般会計補正予算（第１１号） 

 

議案第２１号 令和２年度新座市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

 

議案第２２号 令和２年度新座市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
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議案第２３号 令和２年度新座市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第２４号 令和２年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会

計補正予算（第３号） 

 

議案第２５号 令和２年度新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第４号） 

 

 

【財産案件】 ……１件 

 

議案第２６号 財産の取得について〔庁内ＬＡＮパソコン〕 

業務に使用するパソコンを取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案するもの 

数  量 ２００台 

取得金額 ２３，１１７，６００円（税込み） 

 

 

【道路案件】 …２件（認定２件） 

 

議案第２７号 新座市道路線の認定について〔市道第５２２８号線〕 

馬場三丁目地内において、開発行為により帰属された道路を市道路線として認

定することについて議会の同意を得るため、道路法第８条第２項の規定により提

案するもの 

 

議案第２８号 新座市道路線の認定について〔市道第６１８３号線〕 

新堀三丁目地内の新堀歩道橋を市道路線として認定することについて議会の同

意を得るため、道路法第８条第２項の規定により提案するもの 

 

 

【人事案件】 …３件 

 

議案第２９号 新座市副市長の選任について 

現副市長山﨑糧平の任期が、令和３年３月３１日で満了となるが、引き続き同

人を副市長に選任することについて同意を得たいので、地方自治法第１６２条の
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規定により提案するもの  
 

議案第３０号 新座市教育委員会教育長の任命について 

現教育委員会教育長金子廣志の任期が、令和３年４月１日で満了となるが、引

き続き同人を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により提案するもの 

 

議案第３１号 新座市教育委員会委員の任命について 

新座市教育委員会委員鈴木松江氏の任期が、令和３年３月３１日で満了となる

が、引き続き同人を任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により提案するもの 

 

 

【指定管理者の指定に関する案件】 …４件 

 

議案第３２号 公の施設の指定管理者の指定の変更について〔新座市営墓園〕 

［公の施設の指定管理者の指定の変更（議案第３２号から議案第３５号まで）

について］  
新型コロナウイルス感染拡大の影響や市の財政再建に向けた事業削減の取

組（公の施設の利用時間等の見直し）の検討などにより、令和２年度に予定  
していた指定管理者の選定手続を１年先送りしたことから、令和３年３月 
３１日で指定期間が満了となる公の施設の指定管理者の指定を１年間延長す

るため提案するもの  
 

議案第３３号 公の施設の指定管理者の指定の変更について〔新座駅周辺自転車

等駐車場〕 

 

議案第３４号 公の施設の指定管理者の指定の変更について〔総合運動公園及び

栄緑道並びにスポーツ施設〕 

 

議案第３５号 公の施設の指定管理者の指定の変更について〔新座市立野火止公

民館及びふるさと新座館ホール〕 
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追加を予定する議案（６件） 

 

【予算案件】 ……４件 

 

議案第   号 令和３年度新座市一般会計補正予算（第１号） 

 

議案第   号 令和２年度新座市一般会計補正予算（第１２号） 

 

議案第   号 令和２年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別

会計補正予算（第４号） 

 

議案第   号 令和２年度新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整

理事業特別会計補正予算（第５号） 

 

【財産案件】 ……２件 

 

議案第   号 財産の取得について〔教育用可動式コンピュータ〕 

 

議案第   号 財産の取得について〔可動式コンピュータ用タッチペン〕 

 


